
土壌汚染対策法の見直しに
向けた提案について
令和６年12月2日(月)

兵庫県明石市環境産業局環境室水質担当課長 田中浩志
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明石市の概要

製造品出荷額

1兆2,300億円（2020年度）
全国1718自治体中43位

川崎重工業株式会社やキャタピラージャパン合同会社などの大企業とそれらに関連
する中小企業が多くある。

人口：約30万人

面積：49.92㎢
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土壌汚染対策法に関する概要
届出件数 約40件／年
台帳問い合わせ件数 約140件／年

指定区域台帳

要措置区域 0
形質変更時要届出区域 １０
解除台帳 ８（うち全解除５）

水質汚濁防止法 367（うち全廃206）
下水道法 244（うち全廃65）

特定施設台帳
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組織
環境産業局

環境室

環境保全課

水質係

大気美化係

水質担当課長兼水質係長

技術職員 1名

再任用職員 1名

任期付職員 2名

土壌汚染対策法、水質汚濁防止法

浄化槽法などその他業務
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地方自治体の土対法担当部局の体制

(出典)土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性(資料7-2)
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困っていること

• 届出者ごとに添付する書類の内容に差がある

• 自治体ごとに必要書類に差がある

• 区域指定に関する届出数が少なく、経験の蓄積がない

• 事業者のほうが経験豊富

• 電子的な管理ができていない

• 従事している職員が少ない
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提案事項について

① 深度方向の区域指定による認定調査の廃止
について

② 法第4条第1項の届出の対象範囲の見直し
について

③ ガイドラインの在り方と自治体間でのバラツ
キについて
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深度方向の区域指定による認定調査の廃止①

施行～現在まで明石市での届出件数→1件

【調査の対象項目を減らす要件】
・認定調査を行うまでの間、継続して1年ごとに届出の提出が必要。

・法改正前に区域指定した事業所は基本的に対象外
・制度を熟知している業者しか利用の相談をしてこない。
・自治体職員も詳細に把握していないため、提案しにくい。

土壌汚染対策法第16条第1項「認定調査」について

(出典)土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性(資料7-2)
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(提案)

立体での区域指定による認定調査制度の廃止。

深度方向の調査が現行の認定制度と同等。

(課題)

・管理方法の変更が必要。
・システム化するための情報整理量が膨大。
・事業者のコストの増加。

(出典)土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性(資料7-2)

深度方向の区域指定による認定調査の廃止②9



法第4条第1項の届出の対象範囲の見直し
について①

(出典)土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性(資料7-2)
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11

R元年からR5年度の届出実績

・総届出件数：約160件
・法第4条第1項：約60件
・山林等のみ：9件→調査命令発出件数0件

(提案)

・届出者が登記簿等で地歴調査をしたうえで、山林、農地及び河
川敷地等であれば、届出不要。ただし、不法投棄の確認は必要。
・宅地及び工場敷地等が含まれる場合は、面積要件に追加。
→調査命令をかける範囲を限定する必要がある。

届出割合(Ｒ元年からＲ５年度)

調査結果報告 第3条1項ただし書き確認

第3条7項 第4条1項

第4条1項山林等のみ 第12条関係

第14条関係 第16条関係

承継届出書 土地利用方法変更

法第4条第1項の届出の対象範囲の見直し
について②



ガイドラインの在り方について

(提案)

・自治体、事業者向けの概要版を作成する。
→既存のガイドラインへの入口・案内。

(提案理由)

・明石市程度の規模の自治体がすべての内容を把握するのは難
しい。
・新たに配属された職員は、どこから見ればいいかわからない。
・膨大すぎて全体の概要が掴みにくい。
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自治体間でのバラツキの解消に向けて①

①形質変更時要届出区域の解除要件の明確化
・現在は要措置区域の要件に準じて対応。
・明確な解除要件がないため、自治体によって差が出ている。
(例)地下水の汚染があった場合。

→自治体によって、区域解除要件が異なることを業者から指摘。

②形質変更時要届出区域の形質変更終了時の完了届の義務化
・届出の様式が任意様式
・区域指定を解除しない場合、届出が必要ない。

→形質の変更が終了しているのか曖昧。

届出の提出がなければ、工事の終了を把握することができない。

(事例)
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自治体間でのバラツキの解消に向けて②

(提案)

・自治体職員間で事例の情報共有

→ナレッジデータベースの作成。
→担当職員の全体研修や連絡会の実施。

・AIを活用できる仕組みの構築

→ガイドラインの電子化等。
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ご清聴ありがとうございました。
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汚染のおそれのある法対象外の土地について

(例)

ガソリンスタンドの一部を道路用地として利用。

→全体で3000ｍ２を超えるため調査した結果、汚染が判明。

残りの土地については別の用途で3000ｍ２以下の開発予定。

汚染調査未実施で、形質変更が可能では？

(提案)

事業場用地の一部が区域指定された場合は、残りの敷地に関

しても調査するように義務化。
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法３条第８項の命令及び同条７項の関係について

(提案)

法第４条１項及び同条２項のように同時に提出できるようにする。

(問題)

・調査命令を発出されることが確実であれば、届出は必要？

・事務負担が増大している。

法第３条第７項の届出提出

法第３条第８項の調査命令発出

土壌汚染状況調査報告書提出

２週間程度

２週間～半年程度

(出典)土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性(資料7-2)
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